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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染料、水、および有機溶媒を含む材料系から染料を除去するための装置であって、
・材料系を冷却するための装置を含む第一容器；
・ポンプ；
・少なくとも一つの第一フィルター；
・活性炭を含む少なくとも一つの精製容器；
・第二容器
を順に含む装置であって、前記第一容器、精製容器、および第二容器が、染料を吸収しな
い材料で作製されており、材料系を冷却するための装置が、材料系の温度を、染料の少な
くとも一部を沈殿させるのに十分な程度まで低下させ、少なくとも一つの第一フィルター
が、沈殿した染料を取り除く、装置。
【請求項２】
　少なくとも一つの精製容器と第二容器との間に、第二フィルターを更に含む、請求項１
に記載の装置。
【請求項３】
　第二容器がプローブを含む、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　第一フィルターが最大２５ミクロンの大きさの孔を含む、請求項１～３のいずれか１項
に記載の装置。
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【請求項５】
　冷却装置が、材料系の温度を少なくとも２０℃だけ低下させる、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項６】
　二つまたはそれより多くの精製容器が使用され、互いに並列して配置されている、請求
項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　少なくとも一つの第一フィルターの後ろでかつ少なくとも一つの精製容器の前に設置さ
れる流量計を更に含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　活性炭の後ろでかつ第二容器の前に設置される熱交換器を更に含む、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　第二容器の後に第二ポンプを更に含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　二つまたはそれより多くの第一フィルターが使用され、それらが互いに並列して配置さ
れている、請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第一容器、精製容器、および第二容器の各々が、ステンレス鋼で作製されている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチック染色工程において使用した材料から染料を除去するための装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチック材料を、それらを溶液に浸けることによって染色する間に、溶液の組成の
構成を変化させて、異なる色合いのために使用できるようにすること、または染色した物
を洗浄して残存する表面の染料を取り除くこと等を望むことがある。これらの場合、溶媒
の再使用が、より経済的かつ環境的に望ましい。このような回収システムがないと、使用
した溶液は焼却処分またはゴミ廃棄場にて廃棄しなければならない。
【０００３】
　米国特許第６９９４７５３号において、染料溶液を、活性炭を通過させることによって
、染料溶液を精製して、汚染のない、染料を含まない溶媒を得る方法が記載されている。
そのような操作を行うための装置は記載されていない。
【０００４】
　特開平１０－５７５０号において、炭化した炭素質物質の表面に粉状または粒状の珪質
石を付着させることによる、染料除去剤を使用して染色廃水中の染料を除去することが記
載されている。珪質材料は無水ケイ酸、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、または酸
化カルシウムである。
【０００５】
　ＪＰ１２７９９７８において、ソルベントブラック３を特定の芳香族炭化水素または石
油をベースとする炭化水素に溶解させて不溶物質を濾過で取り除くことによって、溶解度
を改良し、それによってソルベントブラック３の毒性を減じることが記載されている。濾
液から不溶物質を取り除いた後に、その濾液を活性炭等の吸収剤で処理すると、溶解して
いる極性物質が除去されて低い毒性が確実になる。
【０００６】
　プラスチック染色工程の間に連続的に染料を除去するための有効な装置を有することが
望ましい。
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【発明の概要】
【０００７】
　従って、本発明は、染料、水、および溶媒（エチレングリコールモノブチルエーテルお
よびジエチレングリコール等）を含む材料系（または材料システム）の成分を回収するた
めの装置であって、材料系を冷却するための冷却装置を含む第一容器、ポンプ、少なくと
も一つの第一フィルター、活性炭を含む少なくとも一つの精製容器、場合により第二フィ
ルター、およびプローブを場合により含む第二容器を順に含む装置を提供する。
【０００８】
　本発明のこれらの、および他の側面は、以下の図面、詳細な説明、および添付の特許請
求の範囲から、より容易に理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は本発明の一実施形態による装置である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の明細書および特許請求の範囲で用いられている場合（実施例において用いられる
場合を含む）、明示的に記載する場合を除き、全ての数は、「約」の語が、たとえその語
が明示的に現れていなくても、前についているものとして読んでよい。また、以下に挙げ
るいずれの数値範囲も、そこで包含するすべての下位範囲（または部分範囲）を含むこと
を意味する。
【００１１】
　本発明は、プラスチック染色工程において使用する溶液から染料を除去するための装置
を提供する。そのような工程で使用される染料には、例えば、常套の染料（布帛用染料お
よび分散染料等）、ならびにポリカーボネートを染めるのに適しているとして当業者に公
知の染料が含まれる。適切な分散染料の例としては、ディスパース・ブルー３（Ｄｉｓｐ
ｅｒｓｅ　Ｂｌｕｅ　＃３）、ディスパース・ブルー１４（Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｂｌｕｅ
　＃１４）、ディスパース・イエロー３（Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　＃３）、デ
ィスパース・レッド１３（Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｒｅｄ　＃１３）、およびディスパース・
レッド１７（Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｒｅｄ　＃１７）が含まれる。染料は通常、所望の色に
応じて、唯一の染料成分としてまたは染料混合物の構成要素として使用する。従って、本
明細書で用いる”染料”の語は、”染料混合物”を含む。油溶性染料もまた、プラスチッ
ク染色工程において使用し、当該油溶性染料の例として、ソルベント・ブルー３５（Ｓｏ
ｌｖｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　３５）、ソルベント・グリーン３（Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ
　３）、およびアクリジンオレンジベース（Ａｃｒｉｄｉｎｅ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｂａｓｅ
）を含む。水に不溶のアゾ化合物、ジフェニルアミン化合物、およびアントラキノン化合
物；アセテート染料、分散アセテート染料、ディスパージョン・ダイ（ｄｉｓｐｅｒｓｉ
ｏｎ　ｄｙｅｓ）およびディスパーゾル・ダイ（ｄｉｓｐｅｒｓｏｌ　ｄｙｅｓ）もまた
、用いられ、それらの具体例には、Ｄｙｓｔａｒ社のパラニル・ブルー（Ｐａｌａｎｉｌ
　Ｂｌｕｅ）Ｅ－Ｒ１５０（アントラキノン／ディスパース・ブルー）、およびダイアニ
ックス（ＤＩＡＮＩＸ）オレンジＥ－３ＲＮ（アゾ染料／Ｃｌディスパース・オレンジ２
５）が含まれる。酸性染料（ナイロンを染色するために用いられる酸性染料等）、および
リアクティント（Ｒｅａｃｔｉｎｔ）の商標名の下で販売されている、ポリウレタンおよ
びポリウレタン混合物に用いるための反応染料もまた、本発明に包含されている。本発明
の装置は、プラスチックを着色するために用いた溶液から、いずれの有機染料をも取り除
くのに適し、同様にフォトクロミック色素、紫外線安定剤およびプラスチックの性能を強
化する他の添加剤を取り除くのにも適している。
【００１２】
　第一容器、精製容器、フィルター・ハウジングおよびバスケット、第二容器、ならびに
相互接続配管の各々は、溶液から染料を吸収しない、ステンレス鋼、アルミニウム、また
はプラスチック材料で作製する。”溶液から染料を吸収しない材料”の語は、ここで使用
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する場合、これらの材料のいずれをも表すために用いる。装置の構成要素（または部品、
もしくはコンポーネント）は好ましくはステンレス鋼で作製する。
【００１３】
　染料溶液は一般的に、有機溶媒（エチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリ
コールエチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル、プロピレングリコールプ
ロピルエーテル、ジプロピレングリコールプロピルエーテル、およびトリプロピレングリ
コールプロピルエーテル、ならびにジエチレングリコール等）を含む。
【００１４】
　本発明の装置１０の実施例を説明する図１を参照すると、色導入プロセスからの使用済
み溶液は、ポンピング、重力（自重）送り機構（容器１５が色導入プロセスよりも低い高
さにある場合）、または他の手段（バケット（もしくはバケツ）または類似のデバイスに
よる）によって、第一容器１５に移される。ポンプ１８は、装置を通過する流速を制御し
、冷却装置２０は、使用済み溶液の温度を、染料の少なくとも一部を沈殿させるのに十分
な程度まで低下させる。通常、温度は、２５～９０℃の間、より好ましくは４５～７５℃
の間のいずれかの温度まで低下させる。染色プロセスから流入する使用済み溶液は通常９
５℃～４５℃の間である。この温度は、着色されるプラスチック材料に依存する。例えば
、ポリカーボネート等の剛体材料は、９０℃より高い温度で色導入することができ、一方
、より可塑性のある（または柔軟な）、弾性のある材料は約４５～６０℃で着色すること
ができる。色導入溶液温度は慎重に制御して、染料濃度が任意の色導入温度において飽和
しているようにする。従って、温度が低下する（これは時間とともに自然に熱損失するこ
とによるか、または熱交換器（これは自然の熱損失よりもずっと速く、より効果的である
）を使用することによる）とすぐに、染料は溶解しにくくなり、沈殿し始める。最終的に
、多量の染料が沈殿して結晶が生じ始める。水に可溶な液体である染料も存在し（ミリケ
ン（Ｍｉｌｌｉｋｅｎ）のリアクティント（Ｒｅａｃｔｉｎｔｓ）等）、室温で溶液中に
残存する。従って、これらの染料はフィルター２５において回収されない。第一容器１５
は、処理溶液から有意な量の染料を吸収することのないステンレス鋼、アルミニウム、ま
たはプラスチック材料で作製することが可能である。好ましい実施形態において、第一容
器１５はステンレス鋼で作製する。
【００１５】
　冷却した使用済み溶液は、第一容器１５からポンプで排出され、第一容器１５と、精製
容器３０に含まれる活性炭との間に設置された第一フィルター２５を通過させられる。場
合により、図１に示すように、二つの第一フィルターを並列して使用し得る。第１フィル
ター２５は、使用済み溶液を冷却することにより沈殿した染料を取り除く。第一フィルタ
ー２５は最大２５ミクロンの大きさの孔を含む。５ミクロンの孔の大きさの、より小さい
フィルターバッグを用いることも可能であるが、２５ミクロンのバッグが好ましい。なぜ
なら、染料結晶は捕らえ得るが、バックのみにより引き起こされる有意な圧力増加がない
からである。好ましくは、バッグフィルター・ハウジングおよびバスケットはステンレス
鋼であり、バッグはナイロンである。
【００１６】
　使用済み溶液を、第一フィルター２５を通過させて、活性炭を含む精製容器３０に送る
。場合によりシステムに流量計２８を備え付けて、処理した使用済み染料溶液の体積を測
定し、活性炭の有効性を示す。流量計２８は精製容器に流入する実際の流量を測定する。
場合により積算器（図示せず）もまた、流量計と連携して、精製容器３０を通過する溶液
の総量を測定する。精製容器３０は、およそ２５，０００～２７，０００ガロンの使用済
み溶液を精製した後に、取り出して再生する必要があると推定される。
【００１７】
　活性炭は、使用済み溶液から残留する染料を取り除く。精製容器３０は好ましくはステ
ンレス鋼で、ステンレス鋼ドラムのように作製する。使用済み溶液を、溶媒から染料を除
去するのに十分な速度、好ましくは１～２ガロン／分にて、ポンプで汲み出されて活性炭
を通過させられる。使用済み溶液をあまりにも速く汲み出すと、少量の染料が”汚染のな
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。使用済み溶液をあまりにもゆっくりと汲み出すと、プロセスにおいて、汚染のない溶媒
が時間内に、色導入装置においてパーツを洗い流し、新規の色導入溶液を配合し、そして
洗浄するのに十分なだけ製造されない。また、低速だと経済的でない。場合により、使用
済み溶液は、容器３０に、上部または下部のいずれかより流入し得る。しかし、好ましい
流入位置は、液体が炭素粒子と流路を形成して染料の非効率的な吸収を引き起こすことを
防ぐために、容器３０の下部からである（図示せず）。場合により、システムは二つまた
はそれより多くの、並列に配置した、活性炭を含む精製容器を含み（図示せず）、その結
果、回収プロセスを停止することなく、劣化した活性炭を除去することが可能となる。
【００１８】
　洗浄した（または不純物を取り除いた）溶液を、精製容器３０から第二容器３５へポン
プで送る。場合により、精製容器３０と第二容器３５の間に、第二フィルター３２が含ま
れる。第二フィルター３２は、汚染のない溶媒ストリームから、逃げた（または脱落した
）不活性炭粒子を取り除くはたらきをする。第二フィルター３２は好ましくはステンレス
鋼で構成される。
【００１９】
　第二容器３５は”汚染のない”溶液のための保持タンクである。色が導入されたパーツ
を濯ぐため、および色導入装置において新規の色を配合するために、加熱した溶媒を使用
することができ、従って、第二タンク３５には場合により、活性炭の後ろでかつ第二容器
３５の前に設置した熱交換器３４を設け得る。熱交換器３４は、汚染のない溶液を加熱す
る手段として、第一容器１５に流入する高温の染料溶液からの熱を、第二容器３５に流入
する汚染のない溶液に移す。第二容器３５は好ましくはステンレス鋼で構成される。また
場合により、加熱器３８を第二容器の後ろに設置し得る。第二ポンプ５０は、必要に応じ
て、第二容器の後に含まれ、汚染のない溶媒を染料配合タンクへ送り、あるいは表面に残
留する染料のない、着色された物品を洗浄し、あるいは何らかの不良な（規格外の）また
は汚染された溶液を、再処理のために第一容器へ戻す。
【００２０】
　システムは、好ましくはインライン・プローブ５５または検出器を、汚染物のない溶媒
のラインに含み、それによって汚染物のない溶媒の組成を測定する。プローブは近赤外線
分析器または他の純度測定のための器具であり得る。汚染のない溶媒の組成を測定するた
めの他の分析技術（ガス・クロマトグラフィー等）を使用することができるが、近赤外線
ＩＲ（ＮＩＲ）は、この分析をするための、最も信頼性が高く費用対効果の高い方法であ
る。
【００２１】
　例示の目的のため、本発明の特定の実施形態について上に説明したが、本発明の詳細の
多数の変形を、添付の特許請求の範囲において定義された本発明から逸脱することなく行
ってよいことは、当業者に明らかであろう。
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